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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年２月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年８月２０日 ０２時４０分ごろ 

発生場所 千葉県いすみ市大原漁港南南東方沖 

 大原港東防波堤灯台から真方位１７８°６５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１５.１′ 東経１４０°２４.５′） 

事故の概要  漁船千寿
せんじゅ

丸は、南進中、岩場に乗り揚げて転覆し、船長が落水して

死亡した。 

事故調査の経過  令和４年９月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため行わな

かった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 千寿丸、１.１トン 

 ＣＢ３－７６３６３、個人所有 

 ６.７９ｍ（Lr）×１.９９ｍ×０.７４ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、６０kＷ、平成３年１月２１日 

 乗組員等に関する情報 船長 ７４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成２１年５月１日 

免許証交付日 平成３０年６月１１日 

        （令和６年４月３０日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船底部に亀裂（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、水温 約２１℃ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、えび
．．

刺網漁の目的で、大原漁港を

出港し、同港南方沖に設置した刺網に向け、速力を上げて（約８ノッ

トで）僚船の西方を南進しているのを令和４年８月２０日０２時３８

分ごろ、大原漁港東防波堤の南方沖で家族と共に刺網を揚網中の僚船

の船長に目撃された。 

僚船の船長は、０２時４０分ごろ、僚船の西南西方にある岩場付近

からの大きな物音を聞き、岩場の方を見たところ、本船が、岩場に乗

り揚げて船首を上方に向けたのち、船尾から転覆するのを認め、直ち
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に救助に向かい、付近を捜索したが暗くて本船船長を発見することが

できず、１１８番通報するとともに所属する漁業協同組合担当者に本

事故の発生を報告した。 

本船船長は、海上保安庁、警察、消防、及び漁業協同組合員による

陸上及び海上からの捜索の結果、０６時００分ごろ、岩場付近の海上

で発見され、救急車でいすみ市所在の病院に搬送されたのち、医師に

より死亡が確認され、死因は溺水であり、死亡時刻は午前４時ごろと

検案された。 

本船は、岩場付近の海上で、船体外板に亀裂が入り船底を海面に出

した状態で発見されたが、消波ブロックに何度か衝突したのち、破壊

して沈没した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ 本事故発生

場所の岩場 参照） 

 その他の事項  えび
．．

刺網漁は、８月 1 日に解禁されてから翌年５月３１日までの解

禁期間中、前日の午後（１３時から１４時ごろ）に刺網を設置し、翌

日未明に出港して刺網を揚網して帰港し、漁獲物を市場に出すことに

なっていた。 

本船船長は、平成２０年ごろから他船の漁の手伝いを行ったのち、

平成２３年に本船を購入して漁を始めており、比較的経験は浅いもの

の、本事故発生場所の地形については熟知していた。 

漁業協同組合担当者によれば、本船は、ＧＰＳプロッターを保有し

ていたが、ふだん陸岸の近くを航行する際には同装置を使用せず、船

長が船尾部付近に座り、目視で船外機を操作して操船していた。 

漁業協同組合担当者は、本船船長が、令和４年最初の出漁であり、

前日に刺網を大原漁港南方沖に設置していて、漁果を早く上げたいと

思い、逸
はや

っていたかもしれないと本事故後に思った。 

僚船の船長は、本船船長が、ふだんより陸岸に近い場所を航行し、

本船の前部甲板に作業灯を点灯させていたので、船首方の岩場が見え

にくかったのだろうと本事故後に思った。 

本船船長は、ふだん救命胴衣を着用しているのを目撃されていた

が、発見時には未着用の状態であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、前部甲板に作業灯を点灯しながら南進中、船首方の岩場が

見えず、ふだんより陸岸に近い場所を航行したことから、岩場に乗り

揚げたものと考えられる。 

 本船船長は、本船が岩場に乗り揚げて転覆したことから、落水し、

溺水して死亡したものと考えられる。 
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 本船船長は、今年最初の出漁で漁果を早く上げたいと思い、逸って

いたことから、刺網の設置場所に向け、速力を上げて南進した可能性

があると考えられる。 

本船船長は、刺網の設置場所が陸岸に至近であったことから、ふだ

んからＧＰＳプロッターを使用せず、目視で航行した可能性があると

考えられる。 

本船がふだんより陸岸に近い場所を航行した要因は、明らかにする

ことはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、前部甲板に作業灯を点灯しながら南進

中、船首方の岩場が見えず、ふだんより陸岸に近い場所を航行したた

め、岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・夜間航行する漁船の船長は、ＧＰＳプロッターを使用し、自船の

位置を正確に把握し、陸岸等から十分な距離をとって航行すると

ともに、不要な照明を落とすこと。 

 ・陸岸の近くを航行する船舶の船長は、危険を回避する措置を採る

ことができるように速力を落として航行すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ 本船 

 
 

写真２ 本事故発生場所の岩場 

 

 


